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お
知
ら
せ

　

児
童
扶
養
手
当
を
11
月
以
降
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
を
８
月
以
降
も
継
続
し
て
受

給
す
る
に
は
、受
給
資
格
が
あ
っ
て
も『
現

況
届
』
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

対
象
者
に
は
郵
送
で
通
知
を
し
て
い
ま
す
。

※�

手
続
き
が
遅
れ
る
と
受
給
が
遅
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す

■
受
付
期
限　

８
月
31
日
㈬

■
受
付
場
所　

福
祉
課�

こ
ど
も
係

　

現
在
の
受
給
資
格
証
の
有
効
期
限
は
８

月
31
日
㈬
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
９
月

以
降
も
助
成
を
受
け
る
に
は
、
更
新
手
続

き
が
必
要
で
す
。

■
受
付
期
限　

８
月
31
日
㈬

■
受
付
場
所

　

市
役
所
１
階　

福
祉
課�

こ
ど
も
係

※�

対
象
者
に
は
郵
送
で
お
知
ら
せ
し
て
い

ま
す
の
で
忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て
く
だ

さ
い

　

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で

は
、
現
在
服
用
中
の
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
（
後
発
医
薬
品
）
に
切
り
替
え
た

場
合
に
、
薬
代
の
自
己
負
担
額
を
ど
の
く

ら
い
軽
減
で
き
る
か
を
試
算
し
た
差
額
通

知
ハ
ガ
キ
を
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に

関
す
る
お
知
ら
せ
」
と
し
て
、
７
月
末
に

送
付
し
て
い
ま
す
。

■
通
知
対
象
者

　

令
和
４
年
４
月
に
処
方
さ
れ
た
先
発
医

薬
品
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替

え
た
場
合
に
、
１
か
月
あ
た
り
の
自
己
負

担
額
の
軽
減
が
一
定
額
以
上
見
込
ま
れ
る

人※�

お
知
ら
せ
は
必
ず
し
も
全
員
に
届
く
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
世

帯
主
が
死
亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ

た
場
合
や
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
世
帯
主
の
年
間
の
収
入
が
30
％
以
上

減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、

申
請
す
る
こ
と
で
保
険
料
の
減
免
を
受
け

ら
れ
ま
す
。

■
減
免
申
請
受
付
期
限

　

令
和
５
年
３
月
31
日
㈮
ま
で

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
『
現
況
届
』
の
届
出
時
期
で
す

『
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
資
格
証
』

更
新
手
続
き
の
お
知
ら
せ

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る

お
知
ら
せ
を
送
付
し
て
い
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免
を
受
け

ら
れ
ま
す
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
）

問 

福
祉
課 

こ
ど
も
係
　
☎
75

−

6
1
1
8

問 

福
祉
課 

こ
ど
も
係
　
☎
75

−

6
1
1
8

問 

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

業
務
課 

企
画
・
保
健
係
　
☎
64

−

8
4
7
6

問 

市
民
生
活
課 

保
険
年
金
係
　
☎
75

−

2
1
5
9

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

業
務
課 

資
格
賦
課
係
　
☎
64

−

8
4
7
6


